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令和３年度東京都地域医療構想調整会議 

在宅療養ワーキンググループ（区東部） 

 

日 時：令和３年１２月１７日（金曜日）１９時００分～２０時３３分 

場 所：Ｗｅｂ会議形式にて開催 

 

○千葉地域医療担当課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから区東部圏域に

おけます東京都地域医療構想調整会議在宅療養ワーキンググループを開催させていただ

きます。 

  本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

  私は、東京都福祉保健局医療政策部で地域医療担当課長をしております千葉と申しま

す。 

  議事に入りますまでの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

  今年度もＷｅｂ会議での開催としておりますので、途中、機材トラブル等が起きる可

能性もございます。何かありましたら、そのたびごとにご指摘をいただければと思いま

す。音が割れて聞きにくいですとか、そういう場合には、一旦画像を切ってご発言いた

だくこと等もあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  本日の配付資料でございますが、配付資料は、次第の一番下に四角で囲ったところに

一覧を記載してございます。資料が、資料１から資料４まで、参考資料が、参考資料１

から参考資料３までとなってございます。こちらも不足等がございましたら、お気づき

のたびごとに事務局までお申出をよろしくお願いいたします。 

  なお、本日の会議でございますが、会議録及び会議に係る資料につきましては、公開

となっておりますので、あらかじめご承知おきください。 

  Ｗｅｂ会議でございますので、大人数ということもございます。ご発言の際には、お

手数ですけれども、先にお名前をおっしゃっていただいてからご発言いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

  また、発言しているとき以外はマイクをミュートにしてお聞きいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、会議に先立ちまして、東京都医師会及び東京都より開会のご挨拶を申し上

げます。 

  まず先に、東京都医師会より、副会長の平川先生、よろしくお願いいたします。 

○平川副会長 皆さん、こんばんは。東京都医師会の平川でございます。 

  今日は、昼間の診療、あるいは業務の後、お疲れのところ、お集まりをありがとうご

ざいます。また、日頃から、東京都医師会の様々な事業にもご協力ありがとうございま

す。この場を借りて御礼申し上げます。 

  さて、今日はこれから在宅療養ワーキング（区東部）ということでございます。 

  在宅療養というと、今ちょうどコロナ禍にあって、東京都医師会と各区市町村の医師

会の先生方と一緒に第５目で在宅療養に関する仕組みづくりを行いました。病院医療が

中心だったはずのコロナ対策ですけども、一旦病院が破綻すると、やっぱり在宅に響い

てくる。そこで、在宅の底力というものが今回試されるんだなと、こんなｵｵﾂﾞﾒ・・こと

じゃないと思うのですけれども、それで、痛手も受けましたけども、幾つかのやっぱり

光明とか、あるいはやるべきところが見えたところもございます。 

  その辺りも含めて、この在宅療養ワーキングに取り組めば、より現実的な、あるいは
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実践的な仕組みができるかなというふうに理解しております。 

  ぜひ、今日、様々な分野、区市町村代表の方、地区医師会代表の方、在宅医療、病院

医師会、薬剤師、訪問看護ステーション、看護協会や老健、あるいはケアマネ等々、保

険者、オブザーバーと、たくさんの方が入っております。本当に、一言でも結構ですか

ら、どうぞご意見を挟んでいただきたいと思います。 

  特に、今回はコロナを反省して、保健所の方も入ってもらいました。大変な活躍だと

思っていますけれども、ということを含めて、ぜひ、いい議論ができますことを祈って

おります。 

  幸い、安保先生が仕切りということで、きっとリラックスした中で協議に触れたり、

意見交換ができたらと思っております。 

  じゃあ、先生、よろしくお願いします。 

○安保座長 ありがとうございます。 

○千葉地域医療担当課長 平川先生、ありがとうございました。 

  次に、東京都より、福祉保健局医療改革推進担当部長、小竹よりご挨拶申し上げます。 

○小竹医療改革推進担当部長 皆さん、こんばんは。東京都福祉保健局医療改革推進担当

部長の小竹でございます。 

  本日は、ご多忙のところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

  平成２９年度より、地域医療構想調整会議をしたり、この在宅療養ワーキンググルー

プを開催しておりまして、今年で５年目となります。 

  今年度のワーキンググループにおきましては、後ほど事務局によりご説明させていた

だきますが、在宅療養における新型コロナウイルス感染症に対応した取組をテーマとい

たしまして、意見交換を行います。 

  昨年度は、在宅療養の現場で新型コロナウイルス感染症を発生した際の対応を仮定し

て、模擬事例について意見交換をしていただきました。 

  今年度は、実際、新型コロナウイルス感染症への対応を十分に経験した中で、地域で

うまくいった取組、新たな課題や、それらの要因、現状の取組状況等について意見交換

をしていただきたいと思っております。 

  議論を通じて、今後、医療・介護関係者と行政が取り組んでいくべきことは何かを検

討し、今後の地域の在宅療養体制のさらなる充実につながるような場となればと考えて

おります。 

  また、今年度は、意見交換につきましては、グループワーク形式ではなく全体討議形

式にて実施いたします。 

  活発な意見交換となりますよう、ご参加いただく皆様におかれましては、ぜひ積極的

なご発言をお願いできればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○千葉地域医療担当課長 それでは、次に、本日の座長をご紹介させていただきます。 

  本ワーキンググループの座長は、江戸川ホームケアクリニック院長、安保賢一先生に

お願いしております。安保先生、一言ご挨拶いただけますでしょうか。 

○安保座長 ありがとうございます。今回は、第５波、７、８、９とデルタ株が急増して

医療体制が混乱したということでして、それに対して、反省点を含めまして、今後の医

療体制の確保について、どのようにしたらよろしいかということで検討してまいりたい

と思っております。 

  現在は、急激に減りましたけれども、新たにオミクロン株なんかが出てきまして、今

後、第６波がどうなるかということもありますので、ぜひ皆さん、参考になることがあ

りましたら、ご発言よろしくお願いいたします。 
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○千葉地域医療担当課長 安保先生、ありがとうございました。 

  それでは、事務局からは以上でございます。 

  以降の進行は、座長にお願いしたいと思います。 

  安保先生、改めてよろしくお願いいたします。 

○安保座長 よろしくお願いします。 

  では、会議の次第に従いまして、議事を進めてまいります。 

  まずは、東京都から報告事項がございますので、よろしくお願いいたします。 

○井床地域医療対策担当 東京都福祉保健局医療政策部医療政策課の井床と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、まず、報告事項として、資料２についてご報告をさせていただきます。 

  こちら、画面のほうも共有させていただきます。 

  資料の２をご用意ください。 

  報告事項の一つ目といたしまして、他職種連携ポータルサイトについて、報告・周知

をさせていただきます。 

  ポータルサイトに関しましては、昨年度のワーキンググループでも、令和２年１０月

に、正式にリリースしたことを報告及び周知したところですが、システムの利用促進の

ため、この場をお借りしまして、改めて周知をさせていただきます。 

  このポータルサイト、機能が二つございまして、一つが他職種連携タイムライン、も

う一つが転院支援システムでございます。 

  まず、資料２の①をご覧ください。他職種連携タイムラインの、こちらは紹介チラシ

でございます。現在、ＩＣＴを活用した情報共有の取組が各地域で活用されております

が、例えば患者さんごとにシステムが異なるため、地域をまたいで活動されている訪問

看護師さんなど、情報の更新状況を確認するのが煩雑といった状況がございます。そこ

で、各システムにおける患者情報の更新状況が、このタイムラインを使えば一覧で確認

することができる仕組みとして作成したものが、こちらの他職種連携タイムラインとな

っております。 

  実際の画面をご覧いただきたいと思います。資料２の②をご用意ください。まず、こ

ちらはログイン画面でございまして、１枚おめくりいただきますと、こちらが実際のタ

イムラインの画面でございます。このタイムラインにログインしておけば、例えばカナ

ミックの患者さんに関して、こちら、２段目の患者太郎さんです。こちらは、同じチー

ムの訪問看護師が情報を更新した際に、このタイムライン上にその更新がなされた旨の

通知が来まして、通知をクリックすると、次のページをおめくりいただきまして、その

カナミックの患者の部屋に飛ぶというような仕組みでございます。 

  なお、タイムラインの利用の際のお願い事項がございます。資料２の①にお戻りいた

だきまして、裏面をご覧ください。このタイムラインには、ＭＣＳやカナミックなどに

書き込まれた患者さんの更新情報が、こちらに反映されます。情報を反映するに当たっ

ては、患者さんから、このシステムの中で自分の情報が使われてもよいという旨の承諾

をいただく必要がございます。そこで、２点お願いがございまして、まず１点目としま

して、ＭＣＳやカナミック等で患者の部屋、患者タイムラインがあるかと思います。こ

の患者の部屋の管理者となっている方、開設者となっている方におかれましては、患者

さんに対して、東京都他職種連携ポータルサイトの中で自身の情報が扱われてもよいと

いう旨の承諾を、こちらは書面でも口頭でも構いませんので、いただいてください。 

  二つ目といたしまして、ご承諾いただいた後はＭＣＳやカナミックなどの患者の部屋

の中にチェックボックスというのがございますので、こちら、ご承諾いただいた旨をチ
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ェック、登録するようお願いいたします。この登録をして、初めてタイムライン上に患

者さんの情報が反映されるようになります。この登録を行わないと、ＭＣＳやカナミッ

クを利用している医療・介護関係者の方々がこのタイムラインを利用しても担当患者さ

んの情報が反映されませんので、こちら、ご協力くださいますよう、何とぞよろしくお

願いします。 

  次に、二つ目の機能の、転院支援システムについてご紹介させていただきます。資料

２の③、こちらのほうをご覧ください。こちらは、主に病院のほうで使うシステムでご

ざいます。患者の転院に際して、このシステムを使って病院同士で患者の受入れに関す

るマッチングができるというような仕組みとなっております。マッチングに当たっては、

当システムの中で、転院に向けた調整を行いたい病院を様々な条件から検索したり、シ

ステム上から複数の病院に同時にアプローチをしたり、患者さんの情報をアプローチ先

の病院とシステム上で共有したり、メッセージをやり取りしたりするといったことが可

能となっております。 

  なお、今紹介いたしました他職種連携ポータルサイトについては、東京都の個人情報

保護条例をはじめとした、情報の取扱いに係る各種法令のほか、国が出しておりますガ

イドラインに準拠したセキュリティー対策を行っておりますので、システムを利用する

際は、端末にインストールする証明書による認証と、ＩＤ・パスワードによる認証、２

段階認証を採用する形でセキュリティー対策を取らせていただいております。こちら、

安心してご利用いただければと思います。 

  また、このポータルサイトについて、多くの医療機関、医療・介護関係の職員の皆様

にご活用いただきたいと思っておりまして、機能を説明した動画も作成しております。

こちら、資料２の一番最初の一番下のところに、動画を公開しておりますＵＲＬとＱＲ

コードを載せてございますので、こちらもぜひ、ご覧いただければと思います。 

  報告事項は以上となりますが、ここで、今回の参考資料についてもご紹介をさせてい

ただきます。 

  まず、参考資料の１、在宅療養に関するデータをつけてございます。こちらは、１枚

目の在支診、あと在支病の数、それから次のページが、訪問診療を実際に実施していた

だいている診療所数といった形で、それぞれまとめてございます。こちらは、毎年、参

考としておつけしているものでございますので、今年度、厚労省から提供のあったデー

タにて、時点更新をしてございます。 

  次に、参考資料２といたしまして、こちらは昨年度のワーキンググループの開催結果

についてのまとめと、参考資料３といたしまして、圏域ごとの意見交換内容をまとめた

ものをおつけしてございます。後ほど、ご覧いただければと思います。 

  以上で、報告事項を終わります。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  では、次に、議事に入っていきたいと思います。 

  今年度は、新型コロナウイルス感染症に対応した取組をテーマに、今後の感染症への

備えや、さらなる在宅療養の発展のため、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者、ま

たは従来からの在宅療養者や介護者に対する支援における課題について、皆様と検討し

てまいりたいと思っております。 

  では、東京都から、意見交換の内容について、ご説明よろしくお願いいたします。 

○井床地域医療対策担当 それでは、引き続きまして、まず資料の４をご覧いただければ

と思います。 

  今年度は、新型コロナウイルス感染症への対応をテーマに意見交換を実施するという
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ことで、意見交換に係る説明に先立ちまして、参照いただきたい資料として、資料４の

説明をさせていただきます。 

  こちらは、東京都医師会から地区医師会さんのほうに対して実施いたしました自宅療

養者等待機者に対する医療支援体制の検証に関する調査、こちらの依頼文でございます。

コロナ自宅療養者等に対する医療支援として、東京都から東京都医師会へ委託し、各地

区医師会様のご協力の下、本年４月から各地域において実施いただいております「自宅

療養者等に対する医療支援強化事業」、こちらについての実態の検証に関する調査でご

ざいます。 

  この自宅療養者等に対する医療支援強化事業でございますが、ご存じの方も多いかと

は思いますが、コロナ自宅療養者に対する医療支援として、地区医師会ごとに可能な支

援体制を組んでいただきまして、対応困難な時間帯等については夜間休日等の医療提供

のみを展開する事業者の協力も得ながら、地域ごとに２４時間医療支援体制を確保する

ものでございます。 

  ２ページ目以降は、この調査の調査項目でございます。 

  ８ページ目以降に、こちらは自由記載の項目以外、チェック項目について、全体の結

果と圏域ごとの回答を比較にて落とし込んだ資料となっております。 

  例えば、「問１．貴会において自宅療養者に対する医療支援体制を構築していますか？」

という問いに対して、回答としては、都全体の分布としては参画しているが２８地区、

地域独自の体制を構築しているが１６地区、構築していないが４地区、１と２の併用が

６地区、これに対して、各医療圏に属する地区医師会の回答が下段のほうになっており

ます。区東部地域に関していえば、参画しているが２地区医師会、独自でやっていると

いうところが１地区医師会という形でございます。一応、問１については、これは択一

式ということで、全部で３地区医師会分なんですけれども、問２、こちらについては複

数回答可ということで、それ以上の数が出ているというようなことになっております。 

  また、資料４の別紙として、自由記載欄の回答も含めた圏域ごとの回答資料も参加者

の皆様の手元資料としてお渡ししてございます。 

  資料４の説明は以上となります。 

  続きまして、資料３、こちらに基づきまして、本日意見交換いただきたい内容につい

て、ご説明させていただきます。 

  まず、１－１としまして、「新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して、どの

ように支援を継続してきたか」ということで、①として、コロナ自宅療養者に対する支

援ということで、先ほど説明いたしました資料４をベースに意見交換をいただきます。 

  ②として、地区医師会ごとの体制、例えば問１から問５のところを参照いただきます

と、どのような内容で、どのような規模でやっていたかですとか、課題等ということで、

問１４にあるような、自身の医療支援体制における課題ですとか、問１８にあるような、

保健所との連携における課題等、こちらを参照しつつ、座長からの指名によりまして、

この調査の回答主体である地区医師会様を中心に発表していただいた後、意見交換をい

ただければというふうに思っております。 

  次に、１－２としまして、「新型コロナウイルス感染症蔓延下において、従来からの

在宅療養患者及び介護者に対して、どのように支援を継続してきたか」ということです

が、こちらは、先ほどまでの、コロナ自宅療養者に対するものではなく、従来からの在

宅療養患者及びその介護者に対する支援をコロナ禍でどのように継続していたかについ

て意見交換をいただければと思います。コロナ禍で、在宅療養を取り巻く環境も大きく

変化しているところでございまして、従前と変わらない療養体制維持のために工夫され
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た取組ですとか、それに向けての課題等がございましたら、お話しいただければと思い

ます。 

  最後に、（２）といたしまして、「これからの対応及び備えについて」として、１－

１、１－２を受けて、新型コロナウイルス感染症への対応を経験した上で得られた教訓

や、未知の新規感染症に対応するための備えはどのようにすればよいかについて、意見

交換をお願いしております。 

  １－１を受けた話としましては、次の第６波に備えた対策等ということで、これまで

の体制や課題を受けてどう改善していくのか、１－２を受けた話としましては、既存の

在宅療養患者さんを支える枠組みに対して、１－１でも話したコロナ自宅療養者に向け

た医療支援体制における取組を活用できないかといったような観点で意見交換をいただ

ければと存じます。 

  その他、在宅療養に携わる関係者が集まっている機会でございますので、お互いに、

病院や地域の医療・介護関係者、行政に対して臨む連携ですとか、改善に向けた提案等

についても意見を出し合っていただければと思います。 

  説明は、以上となります。 

  今回は、グループワークではなく全体討議の形で行いますので、意見交換の進行は座

長の安保先生にお願いさせていただきます。よろしくお願いします。 

○安保座長 ありがとうございました。 

  東京都からの説明について、ご質問等がありましたら、よろしくお願いいたします。 

  いかがでしょうか。特にご質問がなければ、本日のテーマの意見交換を始めたいと思

います。 

  第５波では、新型コロナの対応について、皆様大変ご苦労されたと思います。でも、

中では、うまく対応が回って乗り切ったという地区もあると思いますので、ぜひとも、

そういうようなことを教えていただいて、今後、第６波、第７波、第８派、コロナがこ

のまま収束するというよりは、このまま引き続き、収まってはまた増え、収まってはま

た増えというような経過をすると思いますので、ぜひとも貴重なご意見をよろしくお願

いいたします。 

  では、発言をお願いしたいのですけれども、まずは区市町村代表で墨田区さん、墨田

区は、なかなかコロナの自宅療養者をなるべく出さずにうまく回ったというようなニュ

ースもよくお聞きしていましたので、そのことも含めまして、何かご発言がありました

ら、よろしくお願いいたします。 

  墨田区代表、澤田様、いかがでしょうか。 

○松本委員 すみません、お世話になっております。墨田区保健所の松本と申します。 

  コロナの在宅のことなので、私のほうから簡単にご報告させていただきます。 

○安保座長 お願いいたします。 

○松本委員 まず、第５波の前に、第３波のときに、保健所のほうの業務が逼迫して、入

院待機の患者さんの様子が見られないという状況があり、その段階で訪問看護ステーシ

ョン協会墨田支部さんに協力をお願いして、在宅のほうに状態観察に行っていただくと

いう、もう既に契約をさせていただいていたので、第５波のときには、それをまた読み

替えて、酸素吸入とか、そういったものにもご協力をいただいたという形になっていま

す。 

  また、往診につきましては、本日ご参加の山室先生とかにたくさんご協力いただいて

いるんですけど、往診可能な先生をご紹介いただいて、実際の連絡先等、こちらのほう

で確認して、保健所のほうからご依頼したりとか、あと済生会の向島病院さんのほうで
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も往診の仕組みをつくっていただきまして、それで往診のほうをまたお願いして、当た

っていただいたりということで、何とか乗り切りました。 

  また、お薬の処方も必要になりましたので、薬剤師会のほうには、在宅支援薬局とい

う形で、お薬を届けていただいたりということで、そういったご協力もいただいて、何

とか連携の中で乗り切ったというような状況だったかと思います。 

  もし補足がございましたら、先生方、よろしくお願いします。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  第３波の経験がとても役に立ったということですけども、それでは墨田区医師会の山

室先生、ご発言、よろしくお願いいたします。 

○山室委員 墨田区医師会の山室です。 

  何となく、何とかなったという感じなんですけども、実際は、もともと往診に行くド

クターが二人しかいなかったんですよね。そこで、私もその一人なんですけども、それ

でやっていったんですけれども、さすがに、第５波で患者さんが増えたときに、在宅の

患者さんが増えたときは、どうにもならない状態で、もう一回、医師会の中で募集をか

けて、それでも５人ですかね、５チームということになったので、それは看護師さん、

訪看と組みながら一緒にやっていくということで、何とか乗り切れたと思います。 

  あと、薬剤師会が、薬を届けてくれるリストを作っていただいて、それが一番役に立

ったかもしれません。 

  あと、もう一つは、病院のほうで入院の患者さんをうまく回してもらって、後方支援

の病院ができたので、ちょっと療養が済んだ方は後方の支援の病院に移っていただいて、

急性期を診る病院がかなり空いたので、スムーズに入院できたのが大きいかと思います。

以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  それでは、墨田区、在宅医代表、井上先生、その点はいかがでしょうか。井上先生、

聞こえますか。どうでしょう。井上先生、何かご意見がありましたら、ご発言をよろし

くお願いいたします。 

○井上委員 墨田区医師会副会長、井上でございます。すみません。 

  皆さんのご尽力において、今日、・・ております。 

  今、山室先生がおっしゃったとおり、情報共有において、やっていただければ、十分

やって、今後さらに発展していけるんじゃないかと思っております。情報共有に関して、

特に、よろしくお願いしたいと思っております。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  山室先生、どうでしょうか。５人で在宅をという形だったんですけれども、５人に増

えると、それほど負担は大きくはなかったですか。 

○山室委員 ５人で何とか回ったという形。フル活動しないとということで。実際、どの

ぐらい動いているかというのは、保健所のほうでないと分からない。私自身は分からな

いので、調整の窓口は、医師会にはつくっていないんです。つくっていないので、調整

の窓口を医師会の中につくっちゃうと、保健所から調整窓口、それから往診に来る先生

で、情報を伝えていかないといけないのですけれども、そうすると、情報がどこかで途

切れたりとか間違ったりすることがありますので、あえてつくっていないです。 

  以上です。 

○安保座長 なるほど。じゃあ、そういう調整は、もう保健所のほうでという形で行って

いたという形ですね。 

○山室委員 そうですね、そのほうが、・・人材というか、そういったものが、ある程度、
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豊富だと、医師会よりも多分、多いと思いますので、そういうふうにさせていただきま

した。 

○安保座長 ありがとうございます。では、保健所の松本様、いかがですか。在宅を探す

に当たって、なかなか見つけにくかったとか、比較的スムーズに回していけたとかいう

点は、いかがでしょうか。 

○松本委員 ありがとうございます。さすがに、第５波は本当に患者数が急増、立ち上が

りがすごかったので、１日に何件も往診を本当にお願いしたような状況もあったので、

さすがに、ちょっと厳しい状況がありましたし、どうしても患者さん側の発生届を確認

できるのが夜になっちゃって、そうなると、今度、東京都の仕組みの中のファストドク

ターさんとかを依頼するんですけど、やっぱりそちらももう一杯になってしまっていて、

なかなか患者さんのところに行けるまでにかかったりとか、オンライン診療で何とかつ

ないだりみたいな状況はございました。なかなか厳しかったなというふうに思っていま

す。 

○安保座長 分かりました。ありがとうございます。 

  墨田区のほうは、第３波のときの経験を生かして何とか第５波を乗り切れていたよう

ですけども、江東区、では、続いて江東区はいかがでしょうか。江東区の市町村代表、

佐藤様、ご発言、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 江東区です。お世話になっております。 

  江東区のほうでは、墨田区さんみたいに第３波から備えてということはしていなかっ

たものですから、やはり第５波の、全体的に動きが滞ってきてからのスタートという形

になっております。 

  ただ、やはり患者様たち、かなり追いつかない。私たちも調査が追いつかないという

状態がそもそも起きてきたということがありましたので、患者様の把握をするのに非常

に時間がかかってきたという問題点はあります。その中で、急性的に悪化していく患者

様、あと急性で酸素が下がっていく患者様、そんなのを目の当たりにしながら態勢を、

本当に次々と態勢を取っていったというような仕組みという状況でした。 

  その中で、医師会の先生方に輪番制を組んでいただいて、動けるようになっていった

こと。そこに付随して、ちょっと訪問看護の体制は、ちょっと大分遅くなってしまった

んですけれども、一応そこで動きができるようになっていったことというふうな形で、

実際にはちょっと、もう大分、山が収まったところで体制を取ったということにはなっ

てしまったのですけれども、やはり、地域の中で患者様たち、かなり入院待機というふ

うにもなっていましたので、どんなに準備をしていっても、やっぱり追いつかないとい

う状況になっていたこと。それで、現状的に、私たちも、調査するのが既に５日遅れと

か、そんな状況が本当に起きていたんですね。なので、一方で、先生方にお願いするタ

イミングと、あとはやはり情報の共有といったところが、一つ大きな課題にはなったか

なというふうに思っているところです。 

  ただ、在宅でいらっしゃる患者様たち、症状の重さに関係なく、やはり、薬がなくな

ったですとか、身近でおうちにいる間での問題点というのは、かなり症状対応がありま

したので、そういったところを、輪番制の先生に組んでいただいたところでご対応いた

だけたことは大変ありがたかったところです。すみません、そんなところです。 

○安保座長 ありがとうございました。それでは、江東区医師会代表の稲見先生、ご発言、

よろしくお願いいたします。 

○稲見委員 こんばんは。江東区医師会の稲見です。 

  今、佐藤さんからお話がありましたように、非常に、第５波のときにばたばたしなが
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ら態勢を整えていたというのが実情です。東京都の枠組みに、私どもも５月から参加さ

せていただいていたのですけども、当時は本当に軽症の方にお薬を届けるとか、不安な

方に往診する。本当に、行っても月に１件、２件、一人頭といったところだったんです

けれども、第５波になりますと、私も１日５件ぐらいというような形で、第５波のとき

に１９名の先生で往診体制を組んでいたんですけれども、多くの先生が、外来と往診を

両方やる先生が多かったというところもあるので、往診に行ける時間が限られていて、

１日に対応できる人数が、やっぱりそこまでは多く対応できないというようなこともあ

りました。１９名の先生の中で、在宅専門の先生も数名いらっしゃったのですけれども、

なかなか、もともとの在宅の患者さんもいますので、時間的な制約がある中で、参加し

ていただいた先生には大変ご尽力いただいたと思います。当初、お薬の配薬なんかも、

院内に準備していただいて持っていくなんていうこともありましたけれども、途中から

江東区薬剤師会の先生に対応いただいて、配達の体制を整えていただいたりもしました。 

  少し後手後手に回ってしまった点は大変反省しなければいけないところだと思って、

今後また行政の方ともタッグを組んで、第６波に向けて準備を進めていきたいと思って

おります。 

以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  では、引き続きまして、江東区在宅医代表、永田先生、ご発言がありましたら、よろ

しくお願いいたします。 

○永田委員 こんばんは。江東区の永田です。よろしくお願いいたします。 

  私は、第５波のピークのときは、自院の発熱外来と、あとワクチン接種と、外来の診

療と、自分の訪問診療の患者さんの診療で、結構あっぷあっぷで、自院で診断したコロ

ナ患者さんの往診とオンライン診療を中心にやっていて、でも、第５波があまりにもで

か過ぎて、周りの往診に行っている先生方の助けがすごかったので、途中から輪番制に

入って協力させていただいたという経緯です。 

  やっぱり、個人の開業医で、本当にワクチンもやって、発熱外来もやって、定期の訪

問診療もやって、そこでさらに自宅療養者の往診に協力するというのは、かなり勇気が

あったんですが、私の場合はオンライン診療をかなり活用して、特に自院で診断した人

のフォローをかなりの確率でオンライン診療だけで済ませることができたので、そこら

辺は今後も活用していきたいなと思いました。 

以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  なかなか、皆さん第５波では大変ご苦労されていると思いますけれども、じゃあ、引

き続きまして、江戸川区に移りたいと思います。 

  江戸川区市町村代表、新田様か竹田様、どちらかご発言のほう、よろしくお願いいた

します。 

○竹田委員 江戸川保健所感染症対策係の竹田です。 

○安保座長 よろしくお願いいたします。 

○竹田委員 すみません。ちょっとビデオのほうがうまくいかなくて、すみません。 

  第５波でなんですけども、やはり患者さんがとても急増しまして、江戸川区でもやは

り在宅療養者の方が急激に増えまして、在宅療養をされていますと、やはり簡単に受診

ができないというふうなことで、本当に、解熱剤とかがなくなっても、ご自分で行くこ

とはできないですし、そういったようなところで医療につなぐというところで、初めは

東京都のほうの往診の制度のほうを利用して、やっていったんですけれども、とても回
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り切らないというところもありまして、江戸川区の医師会さんにもお願いをしまして、

８月からは、この医師会さんのほうでも往診の方をお願いするようにして、何とか第５

波を乗り切っていったというような感じです。 

  やっぱり、ちょっと薬、コロナの症状以外でも、その他の症状が出たときにも、なか

なか受診というところが簡単にできないというところで、往診とか、そういう在宅医療

というものは本当に大事ですし、そういったような制度があると自宅療養の方も安心に

つながるので、今後もぜひ、お願いしていきたいと思っています。 

○安保座長 ありがとうございます。では、江戸川区医師会代表の小川先生、ご発言をよ

ろしくお願いいたします。 

○小川委員 江戸川区医師会代表の小川です。 

  在宅療養に関しては、今、座長をやられている安保先生が担当理事なので、私の発言

の後、詳しい状況、実際の訪問診療の状況は安保先生からお聞きいただけるかと思いま

すけど、江戸川区としては、今、竹田先生からお話があったように、第５波に関しては

非常に増えました。第４波の本当に５倍以上の患者さんが増えまして、感染者の年代に

関しては、やはり、ご存じのとおり、若い人たちと、あと家庭内感染が増えたので、や

はり、そういった意味では在宅療養、訪問診療、往診に関してのニーズというのは非常

に高まったかなと思います。それで、病床に関しても、やはり８月の下旬、区内の病床

使用率は８０％近く上りまして、何とか江戸川区で乗り切ったという部分もございます。 

  ただ、訪問診療が、往診に関しては、やはり当初はファストドクターの大きな力を借

りていましたけど、やはり医師会としても、安保先生が中心になって訪問、往診や、オ

ンライン診療、こういったものを多用して、主に往診の依頼に関しては呼吸器症状、せ

き、熱に関して対応していただいたということでございます。 

  また、区内の薬剤師会も協力になって、やはり処方に関しても、往診によって処方し

ていただくという、そういった体制づくりも、つくっていただいたということもござい

ます。 

  非常に、在宅療養へのフォローというのが非常に重要な経験をさせていただいたので、

これを機に、また医師会、各区市町村、区と連携をしながら、体制づくりをつくってい

きたいと思っております。また詳しいところは安保先生、フォローをお願いいたします。 

私からは、以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  それでは、江戸川区のほうは、対応は、結局８月に入ってからの参加という形になっ

ているので、それまで比較的、大きな支障がなかったというか、何となく、うまく回っ

てやってきたかなというところです。８月から参加したのですけれども、結局、往診が

できるドクターをという形で、結局、電話とかオンラインだけでは、それで対応できな

いときにどうするんだという話になりまして、往診までできるドクターということで、

参加していただいたのは４人でした。４人のほうで回したんですけれども、何とか回せ

る。当然、日中だけなので、夜間と休日はファストドクターと悠翔会という形でお願い

しております。 

  江戸川区は、病院のほうが頑張っていただいて、酸素が必要になる重病の方は病院の

ほうへ収容できていたという形で、本当に在宅、自宅での酸素を使ったのは数例、私の

把握している限りでは数例ぐらいで済んでいたかなというところです。 

  ただ、保健所のほうは、対応がやっぱりパンクしているような状況があったんじゃな

いかなと把握しております。実際、やはりコロナの感染の届けが、ＨＥＲ－ＳＹＳでの

届けが基本だと思うんですけれども、どうしても診断した先生がＨＥＲ－ＳＹＳに入れ
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なくて、ファクスで送るという形を取られる先生が多くて、結局ファクスを確認するの

にすごく時間がかかって、それで発生を保健所のほうで把握するのが遅れてしまったと

いうような状況になっております。今後なんですけれども、やはり基本的には、もうフ

ァクスじゃなくてＨＥＲ－ＳＹＳを使って届出を出す、今後は出すような方向で、医師

会のほうとしては、お願いしております。 

  今、第５波までなんですけれども、第６波、第７波に対しては、今後はコロナと診断

した先生がＭｙ ＨＥＲ－ＳＹＳを使っていただいて、定期的にフォローの連絡を入れ

ていただくという方法を取ろうかと思っております。 

  そこで、やはり状態が悪化した場合というのは、在宅のほうで往診できるドクター、

オンラインができるドクターのほうへ回していただくようなシステムをつくりたいなと

思っております。 

  以上です。 

  どうもすみません。それでは、今までは行政、ドクターのほうの対応だったんですけ

れども、訪問看護のほうから、どのような状況だったかということをお聞きしてまいり

たいと思います。 

  訪問看護ステーション協会代表でご参加されている岩本様、いかがでしょうか。 

○岩本委員 こんばんは。岩本です。看護師です。 

  私は通常、江戸川区に事業所があるんですけど、江東区と、今回コロナの第５波と、

江戸川区、江東区、葛飾区、あと千葉の統括南部全エリアで回らせてもらって、対応し

ていました。 

  訪問看護では、墨田区のほうは結構、おっしゃっていただいたとおり、第３波のほう

ぐらいから活動していたとお伺いしていたのですけど、私が中心でいた江戸川区とか江

東区、あと葛飾区では、８月に入ってから、実際の訪問とかはスタートすることが、８

月１６日ですね。多分、それらの区の中だと、うちのステーションが、本当に取りあえ

ずスタートを引き受けていった感じだったので、当初から関わらせてもらえたなという

感じです。 

  この前に、行政もしくは保健所のほうに、もしちょっと大変なときに手伝いますとか、

ちょっと看護師、何かできることをやりますというリストを連絡会の中で作って提出し

ておくといいという話を聞いていたので、何か作って提出したいねという話は連絡会で

もしていたんですけど、一方で、そうすると、対応できるところとできないところの差

がすごくはっきりしちゃうので、それはどうなんだというご意見もあって、提出ができ

ずに第５波を迎えてしまったというのが、一つ反省点としてあったかなというふうに思

っています。 

  さらには、手伝うというステージは結構あったんですけど、多分それは保健所にも伝

わっていなかったと思いますし、もともとその協議の場所って、江戸川区とか江東区っ

て連絡会等、そもそもあまりなかったので、伝える場所が正式にはなかったので、今後

は何かそういう窓口とかがお互い共有できると、もう少しスムーズに「私たち手伝いま

す」とか、「電話かけます」とか、「安否確認に行きます」とかいうのが、次からはで

きるのかなというふうには思っています。 

  あとは、実際やっていく中でなんですけども、医師会の先生方は江東区とかでもご一

緒させていただいたりもしたんですが、結構、輪番制を取られるところもあったかなと

いうふうに思っていて、指示をもらって、実際、安否確認に行ったり、酸素を運んだり、

点滴したりで行って、次の日もちょっとフォローが必要だというときに、輪番制なので、

次の日の先生が誰か分からなかったり、「次の日のフォローどうしましょう」というの
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で、一旦、保健所に返して、その後、行ったほうがいいのかなというのが、保健所から

また指示をもらうのか、先生から指示をもらうのかというのが、結構、戸惑うところが

多かったので、特に、パンデミックのときに、みんな混乱はしていたんですけど、その

輪番制の難しさというところを、指示をもらう側としては思ったりしました。 

  あとは、ステーション同士でも結構、幾つか、だんだん自宅療養者の訪問をやります

というステーションが徐々に増えていったんですけど、往診のクリニックの先生とか、

保健所さんとか、多分、一個一個電話して、受けてくれるステーションを探すみたいな

のが、すごい大変だったと思うので、後半からは、連絡会で、対応するよというステー

ションでチャットのグループを作って、訪問診療の先生にもそこに入ってもらって、相

談員の人から、「このエリアで、こういう状況で、今から行けるステーションはありま

すか」とぽーんと投げてもらって、個人情報は載せないで、そこですぐ手挙げして、「今

うち行けます」となって、マッチングして、どんどん行くみたいなのが、葛飾区、江東

区、江戸川区で、そういうのを足元では始めたりして、すごくうまくいったケースもあ

ったりしたので、何か、そういうのが現場の工夫でやれてよかったなというふうに思っ

ています。 

  課題感としては、先ほどのとおり、情報の共有という意味では、保健所から連絡をも

らって、実際訪問して、これはまずいって保健所に返そうと思っても、とにかく電話が

つながらなくて、かけ続けるけど電話はつながらないので報告はできなくて、夕方ぐら

いに「電話、何か報告が上がってこないんですけど」とこっちが怒られて、「いや、す

みません」みたいに、「電話がちょっとかからなくて、つながらなくて、どうしたらよ

かったですか」みたいになって、「じゃあ、次からメール、分からなかったらメールを

こっちに入れてください」と教えてもらったりしたので、そういう状況でも連絡がつな

がる窓口みたいなのを、ぜひ整理してアナウンスしていただけると、すごいありがたい

なというふうに思ったり、あと区をまたいだ場合、墨田区の訪問診療の先生が江東区の

患者さんをコロナと診断して、ちょっと様子を見てほしいと江戸川の僕らの訪問看護に

依頼がされたときに、どこの保健所と連携を取ったらいいのかみたいなのが先生もよく

分からなくなって、僕らも、どこに報告したらいいのか分からないみたいなのがあって、

あちこちに電話して、「こっちじゃありません」とか、「あっちですかね」とかと言わ

れたので、届出は多分、墨田区で一旦出て、でも本人の住所は江東区でみたいなときに、

保健所も多分、電話でもう、とにかくやり取りしているので、状況が分かるまで物すご

く時間がかかってしまうというのもあったりしたので、１日またぐとか、土日を挟むと

余計にというのがあったので、ほかの区だったらＨＥＲ－ＳＹＳを現場にも下ろしてい

ただいたり、訪問看護ステーションでも、一部の人にはアクセスして直接状況を書き込

んだりということもされていたとお伺いすると、安保先生がおっしゃったように、ＨＥ

Ｒ－ＳＹＳとかがもっと活用できると、そもそも話が早いのかなというのも思ったりし

ました。 

  あとは、とにかく大変だったなという現場のケースでは、認知症でお一人暮らしの人

で、ちょっと死にそうになっていたとか、あとは外国人のご家庭で、保健所からの電話

もうまく答えられていなくて、行ってみたら、家族全員具合が悪いみたいな状況で、拾

えていなかった状況とか、そもそも電話に出なくて見に行ってほしいとかがあったり、

あとは妊婦さんですね。妊婦さんと、あとは、お一人暮らしで、ペットを飼っているの

で、入院が決まったけど入院したくないと言って、どうにか家で過ごすみたいな状況の

人とかもいて、ちょっとこの辺り、災害のときも多分、避難所に行けない人たちになる

のかなと思うのですが、そういうケースは、こういうパンデミックなときも、どうした
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らいいのかみたいな、あらかじめちょっと、ある程度、整理をしておけると望ましいの

かなというふうに改めて思いました。 

  私からは以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。東京都のほうでは、たしか、お台場のところにペッ

ト可能な療養ホテルが準備されておりましたけども、意外とそこはあまり利用されてい

なかったような感じで、私は行ったことはあるんですけれども、なかなか、あそこは全

部埋まるという状況ではなかったので、ペットは大丈夫だよというのをもうちょっと周

知徹底すれば、もう少し利用率が上がったかなと思います。ありがとうございました。 

  では、看護協会代表、佐久間様、いかがですか。 

○佐久間委員 はい。看護協会東部地区支部の理事をしております佐久間です。よろしく

お願いします。 

  そうですね。看護協会のほうは、どちらかというと病院側の支援ですとか、あとは現

在働いていなかった方、復職の支援をしながら、ホテルですとか、すぐに臨床には戻れ

ないですけれども、ホテルの支援は行けるというような方等を、間をつなぐような形の

ことはしてきました。なので、人員の協力の部分はしてきたかなと思います。あとは、

物品ぐらいですかね。たくさんの寄付が看護協会にも届いておりましたので、その寄付

をできるだけ中小の病院、そして必要なところに届けるということで、ファクスを使っ

たりとか、いろんな文書を使って、少しでも届くような形では支援をしてきました。 

  どちらかというと、在宅では、訪問看護ステーション協会さんに非常に力を注いでい

ただいたなというのが東京都の看護協会としての考えとしてはあります。在宅の方は、

訪看さんに、本当にとても頑張っていただいたというところかなと思います。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  やはり、ドクターだけでは難しいので訪問看護の力を借りてというような状況だった

と思いますけれども、私は思うんですけども、東京都訪問看護協会、そちらのほうは協

力を申し出ていただいて、積極的に参加していただいたと思うんですけれども、私が関

わっている訪問看護ステーションなんかは、話をすると、私はそこの協会じゃないから

というところもあって、そのときに初めて、協会って幾つもあるんだとか私は思って、

なかなか、そうか、協会同士のつながりというのも必要なんだなというのを実感してお

りました。ありがとうございます。 

  では、続きまして、介護支援のほうからは、いかがでしょうか。蛯谷さん、よろしく

お願いいたします。 

○蛯谷委員 東京都介護支援専門員協会の、こちらの地域のほうの担当の理事をしていま

す蛯谷です。よろしくお願いします。 

  私たち介護支援専門員としては、陽性になった方のところに、必要な支援としての訪

問介護だったり、入浴とかが、入ってくれる人がいなくなるという問題に直面したこと

は、何波とかに関係なく続いていたかなと思います。 

  やはり、各事業所とも、一応、感染の対策についてのレクチャーはみんな受けていま

すけど、やはり、そこに入るヘルパーさんたちだったりが、やはり怖がって入れないみ

たいなものだったりとか、誰が入っていくのか、最低限の支援をどのようにしていくの

かという問題は、今も継続して、ずっとあるのかなというふうには考えています。 

  先ほど、いろんな先生方がおっしゃったように、情報の共有、この方が今どのような

状況で、どこまで何をしたらいいのかという情報の共有に、私たちケアマネジャーとし

ても、どのようにその共有をしていけばいいのか、こういう状況なので、取りあえず濃
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厚接触者だけなので感染ではないですよといっても、何か怖がってしまう部分があった

りとか、正しい情報が伝わるという仕組みに対する、どうなんでしょう、先生方からお

っしゃっていただいていることが伝わっているはずなのに、何かこう、違うふうに捉え

てしまう部分みたいなのが、先ほど看護協会の方も言ったように、ちょっと認知が始ま

っている方だったり、ご家族全体が、ちょっと認識がずれているところへの対応という

のは、今後もすごく大きな課題になるんじゃないかなというふうに、私たちの地域、今、

皆さんが関わっている地域のケアマネ界の中では、それぞれ情報共有をしている形には

なっています。 

  やはり、一人暮らし、あとは高齢者だけで住まわれている方がすごく増えている。そ

れと、遠くにいる家族が来れなかったりとか、あと電話がうまく取れない、電話で伝え

られない、かといって、スマホだったり、メールみたいなものができないという方に対

して、誰がどう支援していくのかというのは、今後の大きな課題なのかなというふうに、

改めて私たちも考えている形です。 

  専門家同士の情報共有というのはできると思うんですけど、そこに、そういうものに

うまく対応できない人たちが、どう共有していくのかなというのは、考えていく必要が

あるかなというふうに思っています。以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  では、引き続きまして、老健施設代表、蓬田さん、ご発言よろしくお願いいたします。 

○蓬田委員 よろしくお願いします。私は、江戸川区の森山ケアセンターの蓬田と申しま

す。 

  老健施設代表というとおこがましいのですが、当施設の場合、というか、入所施設と

してとなると、まずはそこに入所して生活されている何十人、百数十人という、いわゆ

る重症化リスクの高い高齢者さんたちを、まずは守らなくてはいけないという責任を私

たちは負っていると思っていますので、そうなると、まず、施設の中にコロナを入れな

いというところが第一優先に考える施設が多かったかなと思います。 

  なので、皆様のように、コロナの陽性者の方に対して前線で支援をするというよりか

は、まずは施設の中で感染者を出さないこと、クラスターを起こさないことというとこ

ろで、幸い、検査のツールであったり、スピード感というところが非常に充実してきた

ので、入所する前に検査をして、陰性を確認して入所であったりとか、入所後について

も、検査のハードルというのが非常に、ＰＣＲ、自治体からの補助もあってハードルが

下がっているなと感じますので、そういったところで、まずは施設の中でコロナを発生

させないというところを第一にやっています。 

  その中で、ただ、本来の老健としての役割、前線で支援をするというよりかは、感染

拡大しない対策を取りながら、退院基準を満たしたポストコロナの方の受入れであった

りとか、コロナ感染により療養期間を経てＡＤＬが低下した方に対して生活リハビリを

提供していくという、後方支援としての機能として相談を受けて、実際そういった方の

受入れをして、リハビリをしてご自宅に帰っていただいたというところも、支援として

出始めていますので、そういったところで老健としての力を引き続き発揮していければ

なと思います。 

  あとは、実際、ただ、当施設は幸い、まだ施設の中の入所者の方でコロナの感染者と

いう方は出ていないのですけれども、じゃあ実際に出たときに中でどうするのというと

ころが、なかなか、いろいろ勉強しながらも、実際、肌感として、当施設もまだ分かっ

ていない部分があります。 

  そういったことの心配がある中で、個人の感想ではあるんですが、今までは老健施設



－15－ 

同士、地域であったり、都内の老健施設同士というのは、あまり、お互いに手のうちを

明かさないようなところもあるのかななんて感じていたのですけれども、今回のコロナ

禍になってから、お互いに、やっぱりクラスターを経験した施設もあったり、いろいろ

な経験をした施設というのが出始めたときに、素直にお互いが電話で情報交換をしたり、

こういうときはどうしていたというところが、具体的な動きというのを、コロナ禍にな

って老健同士のやり取りというのが個人的には増えたなと感じておりますので、そうい

ったところで実際の現場の動きをどうするかというところを気にしながら、支援に当た

っているところでございます。 

  以上でございます。 

○安保座長 ありがとうございます。 

  では、引き続きまして、薬剤師会代表、濵野様、よろしくお願いいたします。 

○濵野委員 東京都薬剤師会の濵野です。私は墨田区でも薬剤師会で役員をさせていただ

いているんですけれども、先ほどからありましたように、薬剤師会で、往診の先生方の

薬剤のお届けということで、とても困っているということを、たまたまこれは８月１１

日の区の会議がございまして、そのときにそういう意見が出ていますよということが出

ましたので、即対応いたしまして、皆さんにアンケートをして、そういうことをしてく

ださるところというのを募りましたところ、すぐに手が挙がったということで、またそ

れを先生方のほうにお渡ししたというふうな、作成したということでした。 

  そのときによかったことは、やっぱりスピード感というか、そういうものが必要だっ

たのかなというふうに思っております。 

  あと、やはり、皆さんやっぱりコロナの方のところに行くということで、具体的には

じゃあどうするのということがあるのかというのが、やっぱり会員の中からもありまし

たので、実際往診している山室先生と、もう一人の先生にお聞きしまして、状況ですね、

あと薬が、どのような薬剤が使われるかということで、そのような内容もいろいろと具

体的に教えていただいて、それを会員に情報共有を逐一しましたところ、それだったら

できますということで、さらに参加者が増えたというふうな形だったと思います。 

  それで、また在宅のことなんですけれども、在宅では、やはり先ほどの老健施設の方

のもありましたけれども、とにかく私たちが行ったことによってそこに持ち込まないよ

うにするということで、皆さんしっかりと徹底して、消毒等、対応をして入っていった

というふうにしておりました。 

  あと、外来の診療のときには、あらかじめコロナの疑いのある方については先生方の

ほうから、クリニックのほうから、こういう方が行きますよということで薬局のほうに

連絡があったりとか、そういうお互いの、すごく、何というのか、具体的な対応という

か、そういうのがしっかりできていたのかなというふうに思います。 

  時期の差はありましても、東部のエリア、江戸川区、江東区、皆さん、コロナの陽性

患者さんへのお薬のお届けというのはできていたようなので、また横のつながりもしっ

かり大事にしながら、先生方のニーズに応じて、私たちができることが何かというのを

考えながら、やっていきたいというふうに思いました。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。確かに、薬剤師の方には頑張っていただいて、江戸

川区のほうでも、ＰＣＲ検査した発熱の方なんかには、処方箋に、この方は検査したよ

という印をつけさせていただきましたし、あと配達のほうも、基本的には取りに来られ

る方が、身内の方がいらっしゃれば、その方に取りに来ていただくし、もし一人暮らし

とか、いらっしゃらない方は、玄関のドアノブにかけていくという形を取らせていただ
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いて、なるべく接触を避けるような形でというふうで、薬剤師の方は協力していただい

たと思います。 

  では、病院代表としまして、土谷先生、よろしくお願いいたします。 

○土谷理事 病院協会の土谷ですけれども、病院のほうでは、区ごとでちょっと状況が違

うのかなと思いました。例えば墨田区さんは、墨東病院さんを中心に連携がかなり進ん

でいて、後半は墨東病院さんも都立病院ということで、墨田区の墨東病院じゃなくて東

京都の墨東病院ということで、対応が少し変わったかなとは思うんですけれども、けど、

それでも区内の連携は進んでいて、できるだけ入院させる、自宅療養の人をできるだけ

少なくすることに注力できていたのかなと思います。江戸川区も、病院の協議会があり

まして、そこで、どこがどういう人を受けるというのをやっていたと、私も参加してい

ましたけど、そういうのはできていたかなと。 

  一方、江東区はなかなかそれが進まなかったので、始まったようですけども、なかな

か連携がうまくいかなかったとかも、遅かったのかなというので、その辺りでもしかし

たら自宅療養の人が増えてしまって、在宅への対応がちょっと苦しくなっていたかもし

れないなというのは、いろいろな人の意見を聞いて感じました。 

  問題は、岩本さんがおっしゃっていたんですけど、その協議会といいますか、集まり

が、各地域で随分オンラインで週１回とか行われるようになったんですけども、その窓

口に入れるか入れないか、自分たちの各団体の意見をどこに出せばいいのか、例えば江

戸川区だと、入院の病院だけでやっているんですね。あと保健所と。だから、ほかの人

の意見があんまり入りにくいかなと。区全体でやる協議会もあるのかなと思うし、例え

ば、ほかの区市では、病院だけじゃなくて、医師会ももちろん入って、あるいは教育関

係、学校対応とか、教育関係も入ってきて、一堂に会してやるというのがあるので、そ

の辺りで、それぞれの団体での意見はあるけど、全体にはどういうふうに反映させたら

いいのかなというのが一つ課題かもしれないなと思いました。 

  私からは以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。なかなか、在宅というか自宅療養になりますと、当

然、訪問看護師さんとかヘルパーさんとか、認知がある方はヘルパーさんとかも必要な

んですけれども、そういうところに診てもらいたいと思ってお話をすると、診ることは

できるんだけれども、今利用されている利用者さんがその後に行くと拒否されるという

形で、参加したいんだけれども参加できないんだよというところも何か所か見受けられ

ました。 

  ありがとうございます。では、オブザーバーでご参加されている湯城先生、ご発言、

よろしくお願いいたします。 

○湯城オブザーバー はい。このような機会を頂戴してありがとうございます。本体の区

東部調整会議の座長を務めております墨田区医師会の湯城と申します。 

  一昨日、区東部の調整会議があったばかりなんですけれども、今回は、コロナの話の

中でも、従来の医療を守りながら、まずどのようにコロナ対策をしていくか、今後の課

題をというのが一つのテーマとして与えられていたんですけれども、なかなか墨田区で

も、例えば山室先生から、訪問診療の往診に行ってくれたドクターが二人しか当初いな

かったとありましたけども、やはりふだんの診療を皆さんやりながら、江東区の今、先

ほど永田先生のお話もありましたけど、診療し、発熱外来もやり、いろんなことをやり

ながら、なおかつ陽性者も診るとなると、それはとてもじゃないけどという、やはりマ

ンパワー的な問題というのは、これは開業の先生だと基本的にお一人ということもあり

ますし、病院でも、多少余裕があるとはいっても、やっぱりマンパワーに限界というの
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はそれぞれあると思うので、そこら辺の問題がすごく大きいのかなと。 

そこで、やっぱり役割分担ということで、墨田区としては一番、やっぱり墨東病院の

ＩＣＵをいかに、何というか、助けられるかというところで、回復した患者さんをでき

るだけ墨東病院から引き受けようということで、いわゆるポストコロナというか、アフ

ターコロナといいますか、そういう方をお引受けするような形をしていたわけなんです

ね。それで、それが比較的うまく機能したかなということもありますし、やはりその病

院と在宅というのが、入院、入院該当の場合は独立しているわけじゃないので、やはり

在宅、具合が悪くなった人が入院が必要という場合に、やはり訪問診療とかで一晩、二

晩酸素でつなぎながら何とか入院に持っていく。それから、墨東病院から引き受けた患

者さんが今度よくなって、病院から帰っていただくときに、やっぱり在宅療養のほうに

帰っていただくという、うまく情報共有しながら、病床の回転というとあれですけど、

在宅と病床の回転というのか、そこをうまくやっていく必要があるのかなというふうに、

そこら辺の、ですから、先ほどからいろいろ問題になっている情報共有といいますか、

いろんな医療、医師だけではなく訪問看護も在宅支援の人たちも、介護関係のことも含

めて、いろいろな方々が情報共有と共通認識を持ちながら、そういう動きをしていくし

かないのかなと思います。 

  それからもう一点、９月、もう感染が落ち着いてから、墨田区のほうでも在宅、健康

観察を病院とかで、医療機関でやってほしいということで、うちの病院でも、私の勤務

先でも、自分のところで陽性になった方の健康観察を、Ｍｙ ＨＥＲ－ＳＹＳを使って

というのをやりました。それで、これは本当にもう９月後半、半ばを過ぎてくると、も

う感染者一人とか、そんなような感じだったので、それをＭｙ ＨＥＲ－ＳＹＳで見る

ということ自体は、一人だからできるという感じにはなるんですけども、これが例えば

病院で日々５人とかでも仮に陽性者が出て、その人たちの健康観察を毎日やってくれと

いうことになってくると、翌日にまた５人、また次の日に５人というふうに固まってく

ると、１０日がたって健康観察を終わるにしても、マックス、最大５０人規模の患者さ

んを健康観察しなければいけない、例えば１日５人とした場合ですね。というようなこ

とになるわけで、やはりそのパンデミックじゃないけど、すごく蔓延、流行が爆発的に

増えたときには、やはり病院で健康観察するといっても、無理ではないけど、Ｍｙ Ｈ

ＥＲ－ＳＹＳも便利な機械だと思うんですけども、なかなかそれを大人数の方が、よほ

どマンパワーがないと、病院でもやっぱりそれを専門に診てくれる、要するに在宅の療

養者からの入力情報を逐一チェックしてくれる人がいないと、診療しながらそれを、何

十人かの人を診るというのは、とてもちょっと無理かなという、一人ずつの方を１週間

と２週間健康観察するということで、テストケースとしてやった感想としては、少人数

ならできるけども、やはり患者数が爆発的に増えると、これはちょっと難しいんじゃな

いかなということで、工夫を今後、考えていかなきゃいけないでしょうし、Ｍｙ ＨＥ

Ｒ－ＳＹＳを使うとすると、医療機関としても、やはり勉強会とかをしないと、いきな

りはあれ、ちょっと分からない面がありますので、そういうことも必要かなというふう

に思いました。すみません、長くなりました。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。確かに、墨田区さんは急性期を墨東病院で診てもら

って、回復期をその周りの病院で対応してという形で、うまく病床が回っていたみたい

ですけれども、やはり私も思うんですけれども、在宅、自宅療養者、やはり急性期の自

宅療養者というのは、かなりちょっと無理があるんじゃないかなというふうに感じてお

ります。できれば急性期は病院で、逆に言えば、回復期のときを、周りの病院じゃなく
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て、そういう人たちをさらに、もう自宅のほうへ戻して、そこで往診やフォローをする、

入るのであれば、ある程度、患者さんも、また診るほうとしても、ある程度余裕を見て、

診てくれるんじゃないかなというふうには感じております。 

  では、今までは第５波について、かなり皆さんご苦労されたという形でご報告があり

ましたけども、ここからは、第６波に備えてこういう取組を始めましたというようなこ

とがありましたら、ご報告をお願いしたいんですけれども、どうでしょうか。順番に、

３区ありますので、まず墨田区さんからは、もう６波に備えて今こういうことをやって

いますよということがありましたらば、どうでしょう。では、地区医師会代表の山室先

生から、ご発言をお願いします。 

○山室委員 墨田区医師会の山室です。まず、来週やっと墨田区との話合いを進めるとこ

ろで、まだいろいろ計画というのは、まだできていません。もちろん、Ｍｙ ＨＥＲ－

ＳＹＳを何とか使いこなすというのは大事だと思っていますけども。 

あとは多分、恐らく、今後はあまり重傷者の患者さんは出ない可能性が高いのかなと、

私は、希望的観測なんですけれども、そうなると、在宅で軽い人を診ていくということ

になると思いますので、オンラインとか、そういった形で診ていくのが大事かなと思っ

ています。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。では、江東区はいかがでしょうか。稲見先生。 

○稲見委員 江東区の場合は、先ほど山室先生がおっしゃられたように、在宅がかなり苦

労した部分がありますので、なるべくトリアージ、往診に行かなければいけない人をト

リアージして、オンラインを増やしていこうということを今、理事の中で相談しており

ます。 

  また、往診、一人一人のキャパシティーを増やすのは、やっぱりちょっと難しい部分

がありますので、往診、輪番の協力医を少しずつ増やしていく、そういったところも考

えております。また、保健所等とも連携して、適切な患者さんに往診に行って、オンラ

インで大丈夫な患者さんに関しては、なるべくオンラインでというようなことで対応し

ていけたらと考えています。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。 

続きまして、江戸川区としては、先ほど発言があったように、Ｍｙ ＨＥＲ－ＳＹＳ

を使って、診断した先生がその方を、自宅療養が解除されるまでは毎日定期的に連絡を

取って確認していくという形を取ろうかと思っております。そこで状態が悪化した場合

は、速やかに往診や病院のほうへという形で進めていければと思っています。 

  ただ、今後は、報道でも出ていますけれども、内服薬が許可になってきまして、メル

ク社のがなりましたし、今後はファイザーのほうもなっていくと思うので、それであれ

ば、早くそういうのが一般で普通に使えるようになっていけば、第５波みたいにはなっ

てこないんじゃないかなというような、私も希望的な観測を持っております。 

  どうでしょうか。ほかにご発言等がありましたら、よろしくお願いします。いかがで

しょうか。 

  どうですかね。それぞれの保健所のほうは大変対応が大変だったと思うんですけれど

も、保健所のほうとして、今後はこういうような対応を取っていきたいとか、取ろうと

思っているとかいうことがありましたらご発言をお願いしたいんですけれども、うまく

いっていた墨田区さんとしては、何か新しい取組とかそういうのは今のところ検討はさ

れているでしょうか。 
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○松本委員 ありがとうございます。今、先生方からもお話があったとおり、健康観察の

部分については、やはり今後ちょっとオミクロンのほうは患者数が相当増える、しかも

在宅にいらっしゃる患者さんが相当増えるだろうと予想されていますので、この健康観

察の部分を、いつでも病院のほうとか診療所のほうとか、Ｍｙ ＨＥＲ－ＳＹＳを使っ

た形とかでお願いをしていきたいということで、いろいろご協力のほうをお願いしてい

るところです。 

また、往診のチームも、やはり５チームというのが厳しかったところはありますので、

またちょっと先生方、お願いできるように、ちょっと調整をさせていただければという

ことで考えています。あとは、やはり検査体制ですとか、あと病床のほうにつきまして

も、逼迫に備えて、まだ今もう既に連携調整のほうを進めているところになります。よ

ろしくお願いします。 

○安保座長 ありがとうございます。江東区のほうはいかがでしょうか。何か行政のほう

として、こういう取組を開始したとか考えているとかいうことがありましたら、よろし

くお願いいたします。 

○佐藤委員 江東区です。まだ新しく具体に決まっているという状況ではないですが、や

はり前回のときに課題となった、まず情報の共有。病院についても、やっぱり個々に当

たっていくということ、病床確保といったところは、かなりの課題になりましたので、

そういった意味合いでは、区内の関係機関が一堂に話ができるような場の設定を検討し

ていくというようなことは考えているところです。あとは、やはりお一人お一人の状況。

前回は家族感染が多かったりとかって、その情報のすり合わせといったところもかなり

時間を要したところもありますので、そういった意味では、お一人お一人、カルテも電

子化に取り組んで、少し、町内、自区内の調整がすぐ取れるようにというようなところ

は検討を始めているところです。 

あとは、やはり関係職、関係機関のところの皆様とどうやってつながっていくかとか、

連携していくかというところが、前回のときは、それぞれのところで本当に、進みつつ、

やりつつといったところがかなり課題になりましたので、またそこは一度、今現状で起

きているところの課題は整理させていただいた上で、先生方のご意見もいただきながら、

やっていきたいと思っているところです。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。では、最後に江戸川区の竹田様、いかがでしょうか。

何か取組を新しく考えているとか、構築を今検討しているとかいうことがありましたら、

よろしくお願いいたします。 

○竹田委員 江戸川区では、第５波の途中からＨＥＲ－ＳＹＳのほうでの健康観察のほう

も開始しましたけれども、完全に今は健康観察をＨＥＲ－ＳＹＳのほうでやっておりま

して、また患者さんが増えたときにも、必要な人に早くアプローチできるようにという

ようなことを考えております。 

  また、健康観察は、医師会の先生方のほうにもお願いできるようなものも作りまして、

ＨＥＲ－ＳＹＳをうまくできないような高齢者の方ですとか、健康観察をしていただい

た先生方にもＨＥＲ－ＳＹＳでフォローしていただくというようなこととかもお願いし

ておりますし、まず、第５波でやっぱり最初の疫学調査がスムーズに行えなかったとい

うところで、やっぱり一番こちらのほうでも、第６波はスムーズに、まずは患者さんの

体調確認が早くできるようにというようなところで、保健所の体制のほうを今整えてい

っているところです。 

  あと、入院に関しても、増える、入院の搬送の体制のほうも整備して、必要な人がぱ
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っと入院できるときに、スムーズにできるようにというところで考えています。 

○安保座長 ありがとうございました。なかなか高齢者の方とかは、Ｍｙ ＨＥＲ－ＳＹ

Ｓをうまく使いこなせないような方も結構いらっしゃると思いますので、一応、江戸川

区のほうとしては、自宅療養者に対しては、診断した先生が基本的には毎日電話を入れ

て、代理でＭｙ ＨＥＲ－ＳＹＳを入れるというような形を取ろうかなというふうに検

討しておりました。ありがとうございます。 

  そろそろ時間になりました。活発な意見、どうもありがとうございました。大変貴重

な意見を参考にさせていただいて、今後の対応に役立てていきたいと思っております。

今日は、意見交換をこの辺で終わらせていただきたいと思います。 

  では、続きまして、本日のご講評をいただいてまいりたいと思いますので、まず佐々

木先生。 

○佐々木理事 理事の佐々木です。お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。 

いろいろなところの意見を聞いていると、うまくいったところ、うまくいかなかった

ところ、うまくいったものを大いに参考にしたらいいかなと。それで、ほかのところを

聞いてみると、ＨＥＲ－ＳＹＳをやはり多く使っていたところがよかったとか、あと、

今日もお話しされていましたけど、関係者間の情報共有ですね。本当に連日、関係者に

よって朝の３０分連絡体制を取って、それが病床の確保につながったとか、そういう例

もありましたし、あとは今日も話が出ました病床の下りの確保というのをしっかりやっ

てうまく回ったとか、そういうよい例をどんどん参考にしていただいて、これからは在

宅とか・・に向けての体制の構築をしていただければと思います。 

  あともう一つは、自分のところの、私は台東区なんですけども、様子を見ていると、

保健所とか、行政側の職員の数も結構大きく関係しているのかなという印象を持ってい

ましたので、その辺の拡充もよい点ではないかと思います。 

  これからも頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いいたします。 

○安保座長 ありがとうございます。続きまして、土谷先生。 

○土谷理事 東京都医師会で発言します。土谷です。 

二つお話ししたいと思うんですけど、先ほど江東区の保健所さんが、入院コントロー

ルできるような会議体を今後作っていきたいということで、ぜひお願いしたいと思うん

ですけれども、先ほど言い忘れちゃったんですけど、東京城東病院がコロナ専門病院、

ｵﾌｧｰ、ｷｯｸｱｳﾄしたときに専門病院化しましたので、今後は江東区さんにおいても入院の

枠が随分広がると思いますので、その効果として、在宅にかかる負担も減ることを期待

したいなと思っています。それが一つ。 

  それから、あと、課題として、先ほども申し上げましたけど、もう一度言いたいと思

うんですけれども、それぞれの会議体や協議体は、もうかなりできていると思うんです

けど、出来上がっているんですけど、そこに意見がまだ入らない段階の声、例えば訪看

さんとか、あるいは介護支援専門員の声とかですね。まだ入らないところもあるのかな

と思います。ですので、保健所や行政の方におかれましては、そういった入院とか在宅

とかのメインになるようなところだけじゃなくて、各団体の意見も定期的に吸い上げる

ような仕組みをつくってもらえればなと思います。 

  以上です。 

○安保座長 ありがとうございます。では、西田先生、お願いいたします。 

○西田理事 担当理事、西田です。今日はお疲れさまでした。活発なご議論ありがとうご

ざいます。 

  この区東部は、非常に往診できる先生が少ないという中で、訪問看護師さん、あるい
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は病院の支援が非常にしっかりしていて、地域包括ケアシステムがかなり動いているな

という印象を受けました。ただ、やはり、どうしても往診医が少ないので、夜間の対応

等はファストドクターに頼らざるを得ないというところがあったと思うんですね。これ

は、ファストドクターに依頼するというのは、あくまでもこの臨時対応で、地域を大き

く超えた対応ということになります。ですから、やはり今後、６波に備えてということ

だけではなくて、今後に備えまして、地域ごとで完結できる仕組みを構築していってい

ただきたい、一般論的な話で恐縮ですけども、それもつくづくお願いしたいと思ってお

ります。 

  そのためには、やはり、医療のことについて言うと、地域の中で、一般診療所の先生

と、在宅のみをやっている先生方の連携をもっともっと深めていく必要が今後あるので

はないかなということを感じています。それで、５波のいろいろな経験を踏まえまして、

東京都もさらに、自宅療養を支えるために、「診療・検査医療機関による健康観察等支

援事業」、それから自宅療養者への往診体制強化事業という新たな二つの新事業を来年

早々開始するということになっております。ぜひぜひ、また区東部の先生方もこういっ

た事業に参画していただいて、次の波に備えていただきたい。そして、ほかの多職種の

方々もぜひぜひ一丸となって、まだまだ続くかもしれないこの非常事態に備えていただ

ければと思います。 

  本日は、ありがとうございました。 

○安保座長 ありがとうございました。では、平川先生、よろしくお願いいたします。 

○平川副会長 長時間ご苦労さまです。もうあと時間が僅かですけども、こういう会をや

っていますと、やっぱり、各地区で特色のある、それぞれ創意工夫をしながら、懸命に

こういったピンチを支えているなということを感じました。今日も手作り感がすごいよ

かったと思っています。 

  私は東京都医師会の立場で、いろんな、例えば在宅療養支援をやれとか、いろいろと

お願いばかりしているんですけども、実は、私は地元が八王子なんですけども、東京都

医師会と東京都でいろいろな仕組みをつくって、やってほしいというんですけど、八王

子はみんな逆らうんですね。それで、全然やってくれなくて、今回も、このコロナの在

宅療養についても、八王子は全く独自の道でいきまして、八王子って精神病院とか特養

とか老健とか、やたら莫大なところが多いんですよ。そこに火がついてしまうと、もう

一気に大爆発が起きてしまうということで、それで、もうみんな危機感を初めから持っ

ていまして、去年の５月頃から、八王子市、八王子市医師会、それから拠点となる病院

を含めて、オール八王子で、参加で、ずっと勉強会を月２回。それで、コロナ禍におい

ては毎週やっています。これで結構、介護の連中も、初めはすごいびびっていたわけで

すけども、プロの先生方から正しく恐れよということで、かなり研修を積んでいって、

だんだん面の皮が厚くなってきまして、何とか踏ん張れるという形にしました。そうい

うわけで、今回８月の時点においては、八王子では、これは災害だと捉えていました。

それまで八王子も、もちろん在宅での支援もしていたんですけども、とにかく全員入院

と、だってコロナ患者だからということを錦の御旗にして、とにかく入院する。そのた

びに病院同士の調整をするのを本当にずっとやっていました。 

  それで、８月の前は、やっぱりそれでも７４％か５％ぐらいしかいかなかったんです

けども、８月に入って、八王子市が設置して、管理は保健所、それで、運営統括、現場

統括は災害コーディネーターのドクター２名でスタートしました。それで、全ての病院、

ほぼ全ての病院のベッドをつまびらかにして、それをいわゆるクラウド上で掲示すると。

だから、みんな大変なんだから、おまえらも汗かこうぜ、お互いさまねという仕組みを
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つくって、何が言いたかったかというと、八王子は、ワンチームじゃなくてワンホスピ

タル・・作りました。その結果、７６％だった病床の稼働率が９６％まで上がっていき

ました。これは、入り口もそうなんですけれども、徹底的に出すと。だから、コロナ専

門じゃない病院もしっかり受け止めようねといって、入り口と出口を整備したんですね。

もちろん、全体の数が、田舎の八王子ですから多くなかったこともあるんですけども、

そういう形で今回乗り切りました。いろいろな形で、やっぱり、この中で工夫すればで

きるし、その地域の資源というものの活用があったと思います。その中で、やっぱり、

もっとやっぱり、顔の見えるとか、腹の見えるというか、もうこの際、みっともない部

分を全部出しちゃおうぜというようなやり取りって、やっぱりすごい大事だなと思いま

した。毎週やるってばかみたいな話なんですけども、１点最後に言いたいのは、何があ

ったかというと、こんなことがありました。この会議には教育機関も入っていたんです

ね。八王子の教育機関もずっと初めから入っていて、たしか僕、桁、数値ははっきり覚

えていませんけど、去年あの時期に中学校の修学旅行を都内でやっているのが、４６か

所か４８か所。それで、そのうち八王子が４４か所。それで、八王子は、おそるるに足

らないということを徹底的に言って、子の思い出づくりを潰すのはやめてくれといって

押し切った。いろんな地域・・、やっぱり正しくおびえるというのは大事かなと思いま

した。 

  参考までに。いろいろな話をしましたけども、それで、地区ごとに創意工夫して、み

んなで、お互いにオープン、お互いさまだよと、肩の荷をしょいながらやっていければ

と、今後ともぜひよろしくお願いします。恐れ入ります。 

○安保座長 ありがとうございました。では、病院の先生方は今の八王子の意見を参考に、

ぜひとも病床をどんどん増やしていただければと思います。ただ、やはり自宅療養支援

に対しては、皆さんご発言は、あったのでは、訪看さんとか・・先生たち回ったんです

けども、やはり地域の開業の先生方は、基本的にはマンパワーというのは、余裕はない

ような状況です。それで、訪問看護ステーションも、協力していただいた訪問看護ステ

ーションは、基本的にはコロナの専門のチームをつくって対応されていたというところ

がほとんどで、結局、ほかを見ながらちょっと寄るなんていうことはとてもできないよ

うな状況でしたので、もし今後、自宅療養者が増えるようであれば、それぞれの地区で、

そのコロナ対応チーム、ドクター、ナース、介護士、何かをこう立ち上げて、その方が

コロナを徹底的に回るというふうにすれば効率がいいんじゃないかなと私は考えました。 

  今日はどうもありがとうございました。 

これで、議事は以上となります。 

  では、事務局のほうへ、お返しいたします。 

○千葉地域医療担当課長 安保先生、どうもありがとうございました。 

  長時間にわたり、皆様ご議論いただきまして、ありがとうございました。また、貴重

なご意見も多数いただいたと思っております。今回の議論の内容につきましては、取り

まとめております東京都地域医療構想調整部会のほうに報告させていただきまして、

様々な情報共有のことですとか、そういったこと、いろいろな共通点を、都の施策にも

反映させていくべく、議論を重ねていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  また、本日の議論の内容は、参加者の皆様にも後ほど共有させていただきますので、

ご参考いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、以上をもちまして、本日の在宅療養ワーキンググループを終了させていた

だきます。どうもありがとうございました。 


